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１．啓発活動の在り方について①

【議論のとりまとめ】

○各事業者・団体が実施している各種啓発活動については、今後、「量」とともに「質」を重視することを目指すとともに、多様
な主体へのアプローチや、関係者間の一層の連携・協働を進めるべきである。

○具体的には、各事業者及び関係団体は、以下の点に重点的に取り組むことで、啓発活動の水準向上や効率的展開に努
めるべきである。

＜啓発教材＞

・様々な主体から提供されている教材について一定レベル以上の水準を確保するため、教材に掲載することが望ましい必
須項目（※）を、関係機関が主体となって洗い出し、何かしらの基準（又はメルクマール）を策定する ※実例を含む情報モラル
育成に向けた内容、フィルタリングの有効性 等

・全般的な啓発教材の充実・現行化を促す観点から、作成主体自らによる教材の自己点検を早急に実施する

・学校や自治体、個人が、一定水準を満たす教材を自由に選択し使用できる環境を実現するため、各団体・事業者が定め
る教材の他者への使用基準の見直しを行うとともに、これらの情報の集約とウェブサイト等を活用した公表・周知を積極
的に行う

＜啓発講座＞

・同様に、各事業者が行う各種啓発講座についても、時期、場所、対象や内容を含む情報を集約の上、ウェブサイト等を活
用した公表・周知を行うとともに、関係機関において可能な範囲で効率的な実施に向けた仲介・調整を行う

＜その他共通事項＞

・更に、学校や自治体、個人が、適切な教材・講座を利用できるよう、教材内容の水準を満たすとともに公表されている教
材・講座に対して、関係機関による共通のマークを付与することについての実現可能性の検討を開始する

・各団体、関係者間においてキーメッセージの統一や、青少年の利用するメディア等を用いた共同での広報等を実施する
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１．啓発活動の在り方について②

【議論のとりまとめ】

○スマートフォンの普及等に伴い、青少年の利用形態が一層複雑化・多様化している現状を踏まえると、保護者のリテラ
シー向上に向けた具体的な方策を早急に実施することは極めて重要である。

○同様に、教育関係者や地域において青少年の保護に関わる関係者等についても、青少年に対し適切な指導ができるよう
にするための環境を整えることも重要である。

○具体的には、各団体・事業者が実施している各種啓発講座については、従前以上に保護者・教育関係者の理解向上に配
慮した取組を実施すべきである。

○特に、マルチメディア振興センターを事務局として実施されているｅ‐ネットキャラバンについて、平成18年度以降、延べ200
万人を対象に展開してきた実績を鑑みるに、青少年向けに加えて保護者・教育関係者のリテラシー向上を目的とした新た
な講座の創設を検討するなど、対象に応じた啓発活動を充実させるべきである。

○上記の取組みと併せて、総務省及び文部科学省は、引き続き、都道府県及び教育委員会等に対し啓発活動の推進を働
き掛けるべきである。

○また、携帯電話の販売店は、保護者や地域住民と直接接する機会を持つなど、幅広い層へのリテラシー向上を図る上で
重要な役割をもつと考えられることから、携帯電話事業者及び販売代理店は、販売代理店スタッフに対するフィルタリング
利用に関する研修の充実や、地域での啓発活動への積極的な協力・貢献を図るべきである。
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２．使いやすいフィルタリングの実現について①

【議論のとりまとめ】

≪OS機能の活用≫

○フィルタリングの利用率の向上を図る上では、契約時の説明及び設定の複雑化・長時間化がボトルネックのひとつになっ
ている。

○上記の問題を解消するための方策のひとつとして、スマートフォン上のOS機能を活用したフィルタリングの導入の実現可
能性について検討することが適当である。

○但し、上記の仕組みが実現するためには、以下の事項についても併せて確保されることが不可欠であり、関係者間で早急
に議論を開始すべきである。

・フィルタリング対象に我が国独自の事情や青少年の使用実態を的確に反映させるための仕組みの確立

・その前提としてのフィルタリング対象の見直し（次項２．②参照）

≪携帯電話事業者が提供する仕組みの改善≫

○現在、各携帯電話事業者が提供しているフィルタリングサービスについても、より使い勝手の良いサービス・アプリ、青少
年の使用実態に合わせたフィルタリングの実現に向けた検討を行うべきである。（フィルタリングの対象については次項２．②参照）

○併せて、パンフレットや動画などを用いた説明内容の充実についても検討すべきである。（必要に応じて、統一化についても併せて
検討）

○また、各事業者共通で、青少年にわかりやすく受け入れられやすいコンセプトや名称の作成も検討すべきである。

○更に、中期的な課題として、事業者間で共通化・統一化することで効率的・効果的なフィルタリングの実現に資する事項に
ついても検討・整理をおこなうべきである。

○学割等の携帯電話事業者の提供するサービスとの連動については、青少年インターネット環境整備法の趣旨も踏まえた
上で、携帯電話事業者において検討を行うべきである。
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２．使いやすいフィルタリングの実現について①

【議論のとりまとめ】

≪SIMフリー・MVNO端末の扱い≫

○携帯電話事業者及びMVNO事業者は、SIMフリー・SIMロック解除端末や中古端末等での簡便かつ効率的なフィルタリング
の導入の仕組みについて検討すべきである。

○MVNOについては、今後、青少年においても利用の拡大が想定されるところ、MVNO事業者による簡便なフィルタリングの
提供方策について関係者を中心に議論することが望まれる。
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２．使いやすいフィルタリングの実現について②

【議論のとりまとめ】

≪フィルタリング対象の見直し≫

○既存のフィルタリングの対象については、青少年の使用実態との乖離が解除理由のひとつになっていたり、携帯事業者や
スマホのOSの違いによって同じアプリでも使える子どもと使えない子どもが出てくる点が問題となっている。

○（１）青少年のニーズと利用形態に合致したフィルタリングの実現と、コンテンツのオーバーブロッキングへの対応、及び、
（２）①で掲げたOS機能の活用を図る上では、現行のフィルタリング対象の見直しについても検討を進めることが適当であ
る。

○具体的には、以下の論点について、有識者も交えた関係者間での議論を早急に開始するとともに、これと並行してその運
用体制の在り方についても検討し、一定の結論を得るべきである。

①青少年の使用実態やグローバルな基準も視野にいれた対象の見直し
（具体的な基準についての基本的な考え方の整理）

②学齢に応じたフィルタリングの在り方とその具体的な導入方策

③上記①及び②を進めるうえでの現行の仕組みの見直し 等

（申請に基づく個別認定の仕組みの改善、ウェブサイト・アプリに対する継続的なモニタリングの実施、サイト・アプリ提
供事業者による青少年保護に向けた一定の措置の実施、等）

④その他機関（行政機関や、ゲームなどのレイティングを行う機関等）との連携
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３．青少年のインターネット利用環境整備のための体制整備

【議論のとりまとめ】

≪新たな体制の構築≫

○１及び２を実現するためには、関係各団体の役割分担を一層明確化した上で、フィルタリングと啓発の役割分担も踏まえ、
我が国全体としての効果的な青少年保護のための体制の確立を目指すべきである。

○そのためには、全体的な事務の効率化／費用の節減、重複する事務の排除、重点化すべき施策の抽出といった検討事
項に加え、青少年の使用がフィーチャーフォンからスマートフォンへ変化してきたことに合わせた青少年保護に携わる関係
者の役割の変化への対応や、我が国独自の事情や青少年の使用実態をフィルタリング対象に的確に反映させるための仕
組みの必要性等を念頭に、新たな体制の整備に向けた関係団体間での具体的な議論を行うべきである。

≪実現のための方策・スケジュール≫

○１に記した啓発活動の見直しや、２に記した新たなフィルタリングの仕組みの実現については、来年春の実現（運用開始）
を目標に具体的な検討を進めるべきである。

○特に、①フィルタリングの対象の見直し、②フィルタリング対象の的確な反映、③①及び②を運営する体制の在り方につい
ては、早急に関係者による議論の場を立ち上げ、可能な限り年内に一定の方向性を出すことが望まれる。

≪その他の課題≫

○以下の項目の実現可能性についても、関係者間で引き続き検討されることが望まれる。

・青少年のインターネット利用の動線をトータルに考えたフィルタリング機能の在り方

・低年齢の子供たちへの対応策（例：端末機能としてのキッズモードの提供 等）

・フィルタリングのセキュリティ対策との協調や高齢者への普及




